
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
梁間方向梁及び桁行方向梁の下部に周辺固定床板及び片持床板を有する逆梁工法において
、前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋を突設し、梁端部下端から
下端主筋を柱にアンカーするように突設すると共に、梁端部上部切り込み部から上端主筋
を柱の手前まで突設した半プレキャストコンクリート製であり、他方前記桁行方向梁は、
梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋を突設したプレキャストコンクリート製であり、
さらに前記周辺固定床板は、これら連結鉄筋に接続する重ね継手用鉄筋を突設するプレキ
ャストコンクリート製の床板であって、これらの部材を用い、前記梁間方向梁を既に先行
して梁下端までコンクリート打設が完了している柱の頂部に載置し、次いで前記桁行方向
梁を設置した後、前記梁間方向梁の上端主筋と現場にて挿入する柱内への定着用アンカー
筋とを接続し、柱・梁接合部、梁間方向梁の梁端部上部切り込み部、桁行方向梁・梁接合
部及び周辺固定床板の接合部に現場打ちコンクリートを打設して構造物を構築することを
特徴とする逆梁工法。
【請求項２】
前記片持床板は、前記桁行方向梁と一体に製作したプレキャストコンクリート製であるこ
とを特徴とする請求項１記載の逆梁工法。
【請求項３】
片持梁は、前記片持床板と一体に製作し、梁端部から主筋を柱にアンカーするように柱の
手前まで突設したプレキャストコンクリート製であり、前記主筋と現場にて挿入する柱内
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への定着用アンカー筋とを接続し、柱・梁接合部に現場打ちコンクリートを打設して構造
物を構築することを特徴とする請求項２記載の逆梁工法。
【請求項４】
前記梁間方向梁及び前記桁行方向梁は、梁下部に型枠用プレキャストコンクリート板を突
設することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の逆梁工法。
【請求項５】
前記梁間方向梁は、その上下面にプレキャストコンクリート連層耐震壁接合用のシャーコ
ッタを設けると共に上下に貫通する複数のシース管を埋設し、その両端部には壁・柱鉛直
接合部へのコンクリート打込用の打設孔を穿設するプレキャストコンクリート製であって
、これらシース管内にプレキャストコンクリート連層耐震壁の鉛直接合筋を挿通した後、
グラウト材を注入して定着することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載
の逆梁工法。
【請求項６】
梁間方向梁及び桁行方向梁の下部に周辺固定床板及び片持床板を有する逆梁工法において
、前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋のみを突設し、梁端部下端
から下端主筋のみを柱にアンカーするように突設すると共に、梁端部上部切り込み部から
上端主筋のみを柱の手前まで突設した半プレキャストコンクリート製であり、他方前記桁
行方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋のみを突設したプレキャストコンク
リート製であり、さらに前記周辺固定床板は、その周辺部が前記連結鉄筋の下側に配置さ
れる半プレキャストコンクリート製の床板であって、これらの部材を用い、前記半プレキ
ャストコンクリート製の床板を前記梁間方向梁及び桁行方向梁に先行して配置し、次いで
前記梁間方向梁を既に先行して梁下端までコンクリート打設が完了している柱の頂部に載
置し、前記桁行方向梁を設置した後、前記半プレキャストコンクリート製の床板の上に鉄
筋を配置し、前記梁間方向梁の上端主筋と現場にて挿入する柱内への定着用アンカー筋と
を接続し、前記半プレキャストコンクリート製の床板の上、柱・梁接合部、梁間方向梁の
梁端部上部切り込み部及び桁行方向梁・梁接合部に現場打ちコンクリートを打設して構造
物を構築することを特徴とする逆梁工法。
【請求項７】
前記片持床板は、前記桁行方向梁と一体に製作した半プレキャストコンクリート製の床板
であり、この片持床板の上に鉄筋を配置し、現場打ちコンクリートを打設して構造物を構
築することを特徴とする請求項６記載の逆梁工法。
【請求項８】
前記片持床板は、前記桁行方向梁と別体に製作したプレキャストコンクリート製の床板で
あり、片持床板・桁行方向梁接合部に現場打ちコンクリートを打設して構造物を構築する
ことを特徴とする請求項６記載の逆梁工法。
【請求項９】
前記片持床板は、前記桁行方向梁と別体に製作した半プレキャストコンクリート製の床板
であり、この片持床板の上に鉄筋を配置し、現場打ちコンクリートを打設して構造物を構
築することを特徴とする請求項６記載の逆梁工法。
【請求項１０】
前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋のみを突設し、その下面に接
合用のシャーコッタを設けると共に、複数のスリーブ継ぎ手とこのスリーブ継ぎ手から上
方に延びて前記梁間方向梁上面から先端部が突出する鉛直接合筋とを埋設し、その両端部
には壁・柱鉛直接合部へのコンクリート打込用の打設孔を穿設するプレキャストコンクリ
ート製であって、この梁間方向梁を前記半プレキャストコンクリート製の床板の端部上に
前記スリーブ継ぎ手をプレキャストコンクリート連層耐震壁の鉄筋に挿入して配置し、前
記半プレキャストコンクリート製の床板の上に鉄筋を配置して現場打ちコンクリートを打
設し、その後に前記鉛直接合筋の梁間方向梁上面から突出する先端部にプレキャストコン
クリート連層耐震壁のスリーブ継ぎ手を挿通した後、グラウト材を注入して定着し構造物
を構築することを特徴とする請求項６乃至請求項９のいずれかに記載の逆梁工法。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、建築構造物の梁の下部に床板を有するいわゆる逆梁工法に関し、詳しくは梁
及び床板をプレキャストコンクリートで構築する逆梁工法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
集合住宅等の構造物を逆梁工法で構築すると、床下収納・床下冷蔵庫・床下排気・床下設
備配管・床下電気配線等を自由に設けることができ、構造物の耐用年限内に各戸の間取り
を自由に変更することが可能となる等、建物のソフト面での応用範囲を拡大することがで
きる。
【０００３】
このような逆梁工法は、現場打ちコンクリートで各構造部材を構築するいわゆる在来工法
で行われてきたが、梁の上部に床板を有するいわゆる順梁の工法に比べて、従来の逆梁工
法には品質管理上及び工程管理上種々の問題点があった。例えば、構造物の主要部材であ
る梁は、その耐力を確保するため、梁内部にコンクリートの水平打ち継目を設けない方が
望ましい。従って、在来工法によって逆梁を構築する場合には床板と梁とを同時に施工す
る必要があった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の逆梁工法では、梁の側面型枠は浮き型枠となるため、建入れや通りの精度を確保す
ることは非常に難しかった。また、順梁に比べて型枠組立の施工日数が多くなる欠点もあ
った。また、コンクリートの打設方法も難しく、熟練した作業員を配置しないと精度良い
躯体を構築することはできなかった。このように浮き型枠を必要とする在来工法での逆梁
構造は熟練工による多くの煩雑な作業が不可避となるため、省力化や合理化を目指しても
なかなかこれを達成することが困難であった。
【０００５】
また、逆梁工法で、例えば図２２（ａ）に示すように、片持床板１００を一体に形成した
プレキャストコンクリート製の桁行方向梁１０１と床板１０２を接合する場合、桁行方向
梁１０１と床板１０２は連結鉄筋１０３，１０４を突設したものを用い、桁行方向梁１０
１と床板１０２の接合部を現場打ちコンクリートを打設して構造物を構築することが考え
られるが、現場打ち部分が多いため、型枠工事に手間がかかる。
【０００６】
また、図２２（ｂ）に示すように、桁行方向梁１０１の梁下部に型枠用プレキャストコン
クリート板１０１ａを突設するようにすると、型枠部材が不要となるが、桁行方向梁１０
１の製作が複雑かつ運搬上も問題がある。
【０００７】
さらに、図２２（ｃ）に示すように、半プレキャストコンクリート製の床板１０２を用い
、この床板１０２上に鉄筋１１０を配置して現場打ちコンクリートを打設するようにする
と、現場打ち部分が多いため、型枠工事に手間がかかる。
【０００８】
また、図２３に示すように、梁間方向梁１２０が上下に貫通する複数のシース管１２１を
埋設したプレキャストコンクリート製であって、これらシース管１２１にプレキャストコ
ンクリート連層耐震壁１２２の鉛直接合鉄筋１２３を挿通して梁間方向梁１２０を配置し
、梁間方向梁１２０の上面から突出する鉛直接合鉄筋１２３の先端部に上部のプレキャス
トコンクリート連層耐震壁１２２のスリーブ継ぎ手１２４を挿入し、その後グラウト材を
注入して定着する。この梁間方向梁１２０と床板１０２は連結鉄筋１２０ａ，１０４を突
設したものを用い、梁間方向梁１２０と床板１０２の接合部を現場打ちコンクリートを打
設して構造物を構築すると、プレキャストコンクリート連層耐震壁１２２は、鉛直接合鉄
筋１２３を含めて全長がＬ１もあり大きくて運搬上問題があり、また現場打ち部分が多い
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ため、型枠工事に手間がかかる。
【０００９】
この発明は、上記課題を解決し、請求項１乃至請求項５記載の発明では、構造物の品質を
精度、耐力の面で十分に確保することができ、しかも施工が容易であって、熟練した専門
工がいなくとも短期間で確実に構造物を構築することができ、さらに請求項６乃至請求項
１０記載の発明では、前記の目的に加え現場打ちコンクリート部分の型枠工事を削減可能
であり、しかも運搬や施工が容易であって、熟練した専門工がいなくとも短期間で確実に
構造物を構築することができる逆梁工法を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決し、かつ目的を達成するために、この発明は、以下のように構成した。
【００１１】
請求項１記載の発明は、『梁間方向梁及び桁行方向梁の下部に周辺固定床板及び片持床板
を有する逆梁工法において、前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋
を突設し、梁端部下端から下端主筋を柱にアンカーするように突設すると共に、梁端部上
部切り込み部から上端主筋を柱の手前まで突設した半プレキャストコンクリート製であり
、他方前記桁行方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋を突設したプレキャス
トコンクリート製であり、さらに前記周辺固定床板は、これら連結鉄筋に接続する重ね継
手用鉄筋を突設するプレキャストコンクリート製の床板であって、これらの部材を用い、
前記梁間方向梁を既に先行して梁下端までコンクリート打設が完了している柱の頂部に載
置し、次いで前記桁行方向梁を設置した後、前記梁間方向梁の上端主筋と現場にて挿入す
る柱内への定着用アンカー筋とを接続し、柱・梁接合部、梁間方向梁の梁端部上部切り込
み部、桁行方向梁・梁接合部及び周辺固定床板の接合部に現場打ちコンクリートを打設し
て構造物を構築することを特徴とする逆梁工法。』である。
【００１２】
この請求項１記載の発明によれば、梁間方向梁及び桁行方向梁の下部に周辺固定床板及び
片持床板を有する逆梁工法において、前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の
連結鉄筋を突設し、梁端部下端から下端主筋を柱にアンカーするように突設すると共に、
梁端部上部切り込み部から上端主筋を柱の手前まで突設した半プレキャストコンクリート
製であり、他方前記桁行方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋を突設したプ
レキャストコンクリート製であり、さらに前記周辺固定床板は、これら連結鉄筋に接続す
る重ね継手用鉄筋を突設するプレキャストコンクリート製の床板であって、これらの部材
を用い、前記梁間方向梁を既に先行して梁下端までコンクリート打設が完了している柱の
頂部に載置し、次いで前記桁行方向梁を設置した後、前記梁間方向梁の上端主筋と現場に
て挿入する柱内への定着用アンカー筋とを接続し、柱・梁接合部、梁間方向梁の梁端部上
部切り込み部、桁行方向梁・梁接合部及び周辺固定床板の接合部に現場打ちコンクリート
を打設して構造物を構築することを特徴としている。
【００１３】
逆梁工法で構築する構造物の柱は、プレキャストコンクリート製、現場打ちコンクリート
製の何れでもよい。梁間方向梁及び桁行方向梁をプレキャストコンクリート製とし、梁間
方向梁を既に先行して梁下端までコンクリート打設が完了している柱の頂部に載置し、次
いで桁行方向梁を設置した後、梁間方向梁の上端主筋と現場にて挿入する柱内への定着用
アンカー筋とを接続し、柱・梁接合部、梁間方向梁の梁端部上部切り込み部、桁行方向梁
・梁接合部及び周辺固定床板の接合部に現場打ちコンクリートを打設するので、浮き型枠
の面倒な組立や難しいコンクリートの打設をせずにすみ、梁の建入れや通りを正確にでき
、しかも梁にコンクリートの水平打ち継目が生じないので耐力も十分に確保することがで
きる。また、梁間方向梁は、その梁端部上部に切り込み部を設け、上端主筋を柱の手前ま
でしか突設していないので、桁行方向梁の落とし込みが可能となり、柱・梁接合部での接
合作業が大幅に削減できる。
【００１４】
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請求項２記載の発明は、『前記片持床板は、前記桁行方向梁と一体に製作したプレキャス
トコンクリート製であることを特徴とする請求項１記載の逆梁工法。』である。
【００１５】
この請求項２記載の発明によれば、柱外面に跳ね出す床板を有する構造物の場合には、片
持構造の床板を桁行方向梁と一体にプレキャストコンクリートで製作する。
【００１６】
請求項３記載の発明は、『片持梁は、前記片持床板と一体に製作し、梁端部から主筋を柱
にアンカーするように柱の手前まで突設したプレキャストコンクリート製であり、前記主
筋と現場にて挿入する柱内への定着用アンカー筋とを接続し、柱・梁接合部に現場打ちコ
ンクリートを打設して構造物を構築することを特徴とする請求項２記載の逆梁工法。』で
ある。
【００１７】
この請求項３記載の発明によれば、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には
、片持梁が片持床板に一体化され、片持床板の跳ね出し長さが長い場合でも耐力を十分に
確保することができる。
【００１８】
請求項４記載の発明は、『前記梁間方向梁及び前記桁行方向梁は、梁下部に型枠用プレキ
ャストコンクリート板を突設することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記
載の逆梁工法。』である。
【００１９】
この請求項４記載の発明によれば、現場打ちコンクリートにより周辺を固定する床板は、
その下面に型枠支保工を必要とするが、型枠用プレキャストコンクリート板を梁間方向梁
及び桁行方向梁の梁下部に突設することで型枠部材が不要となる。
【００２０】
請求項５記載の発明は、『前記梁間方向梁は、その上下面にプレキャストコンクリート連
層耐震壁接合用のシャーコッタを設けると共に上下に貫通する複数のシース管を埋設し、
その両端部には壁・柱鉛直接合部へのコンクリート打込用の打設孔を穿設するプレキャス
トコンクリート製であって、これらシース管内にプレキャストコンクリート連層耐震壁の
鉛直接合筋を挿通した後、グラウト材を注入して定着することを特徴とする請求項１乃至
請求項４のいずれかに記載の逆梁工法。』である。
【００２１】
この請求項５記載の発明によれば、梁間方向梁の上下面に耐震壁を接合する架構の場合に
は耐震壁と枠梁とを分離してプレキャストコンクリートにより製作する。その際各水平接
合面にはシャーコッタを設ける。また、耐震壁と柱が当接する部分には鉛直接合部を設け
ておき打設孔を利用して同部にコンクリートを打ち込み、耐震壁の鉛直接合筋は枠梁のシ
ース管を挿通し上部の耐震壁の鉛直接合筋に連結する。
【００２２】
請求項６記載の発明は、『梁間方向梁及び桁行方向梁の下部に周辺固定床板及び片持床板
を有する逆梁工法において、前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋
のみを突設し、梁端部下端から下端主筋のみを柱にアンカーするように突設すると共に、
梁端部上部切り込み部から上端主筋のみを柱の手前まで突設した半プレキャストコンクリ
ート製であり、他方前記桁行方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋のみを突
設したプレキャストコンクリート製であり、さらに前記周辺固定床板は、その周辺部が前
記連結鉄筋の下側に配置される半プレキャストコンクリート製の床板であって、これらの
部材を用い、前記半プレキャストコンクリート製の床板を前記梁間方向梁及び桁行方向梁
に先行して配置し、次いで前記梁間方向梁を既に先行して梁下端までコンクリート打設が
完了している柱の頂部に載置し、前記桁行方向梁を設置した後、前記半プレキャストコン
クリート製の床板の上に鉄筋を配置し、前記梁間方向梁の上端主筋と現場にて挿入する柱
内への定着用アンカー筋とを接続し、前記半プレキャストコンクリート製の床板の上、柱
・梁接合部、梁間方向梁の梁端部上部切り込み部及び桁行方向梁・梁接合部に現場打ちコ
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ンクリートを打設して構造物を構築することを特徴とする逆梁工法。』である。
【００２３】
この請求項６記載の発明によれば、半プレキャストコンクリート製の床板を梁間方向梁及
び桁行方向梁に先行して建方することで梁間方向梁及び桁行方向梁から突出した連結鉄筋
が邪魔にならずに施工できる。また、半プレキャストコンクリート製の床板は、その周辺
部が連結鉄筋の下側に配置され、この床板の上に鉄筋を配置し現場打ちコンクリートを打
設して構造物を構築することで、現場打ちコンクリート部分の型枠工事を削減できる。
【００２４】
請求項７記載の発明は、『前記片持床板は、前記桁行方向梁と一体に製作した半プレキャ
ストコンクリート製の床板であり、この片持床板の上に鉄筋を配置し、現場打ちコンクリ
ートを打設して構造物を構築することを特徴とする請求項６記載の逆梁工法。』である。
【００２５】
この請求項７記載の発明によれば、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には
、片持床板を半プレキャストコンクリート化することで軽量化ができ、運搬や取扱が容易
で、バルコニー・廊下部分に採用可能である。
【００２６】
請求項８記載の発明は、『前記片持床板は、前記桁行方向梁と別体に製作したプレキャス
トコンクリート製の床板であり、片持床板・桁行方向梁接合部に現場打ちコンクリートを
打設して構造物を構築することを特徴とする請求項６記載の逆梁工法。』である。
【００２７】
この請求項８記載の発明によれば、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には
、片持床板と桁行方向梁とを別体にすることで軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バル
コニー・廊下部分に採用可能である。
【００２８】
請求項９記載の発明は、『前記片持床板は、前記桁行方向梁と別体に製作した半プレキャ
ストコンクリート製の床板であり、この片持床板の上に鉄筋を配置し、現場打ちコンクリ
ートを打設して構造物を構築することを特徴とする請求項６記載の逆梁工法。』である。
【００２９】
この請求項９記載の発明によれば、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には
、片持床板と桁行方向梁とを別体にし、片持床板を半プレキャストコンクリート化するこ
とで軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バルコニー・廊下部分に採用可能である。
【００３０】
請求項１０記載の発明は、『前記梁間方向梁は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋
のみを突設し、その下面に接合用のシャーコッタを設けると共に、複数のスリーブ継ぎ手
とこのスリーブ継ぎ手から上方に延びて前記梁間方向梁上面から先端部が突出する鉛直接
合筋とを埋設し、その両端部には壁・柱鉛直接合部へのコンクリート打込用の打設孔を穿
設するプレキャストコンクリート製であって、この梁間方向梁を前記半プレキャストコン
クリート製の床板の端部上に前記スリーブ継ぎ手をプレキャストコンクリート連層耐震壁
の鉄筋に挿入して配置し、前記半プレキャストコンクリート製の床板の上に鉄筋を配置し
て現場打ちコンクリートを打設し、その後に前記鉛直接合筋の梁間方向梁上面から突出す
る先端部にプレキャストコンクリート連層耐震壁のスリーブ継ぎ手を挿通した後、グラウ
ト材を注入して定着し構造物を構築することを特徴とする請求項６乃至請求項９のいずれ
かに記載の逆梁工法。』である。
【００３１】
この請求項１０記載の発明によれば、梁間方向梁の上下面に耐震壁を接合する架構の場合
には耐震壁と梁間方向梁とを分離してプレキャストコンクリートにより製作し、梁間方向
梁を半プレキャストコンクリート製の床板の端部上に配置し、この床板の上に鉄筋を配置
し現場打ちコンクリートを打設して構造物を構築することで、スラブ型枠やスラブ支保工
等の現場打ちコンクリート部分の型枠工事を削減できる。また、下部のプレキャストコン
クリート連層耐震壁の鉄筋に梁間方向梁のスリーブ継ぎ手を挿入し、この梁間方向梁上面
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から突出する鉛直接合筋の先端部にプレキャストコンクリート連層耐震壁のスリーブ継ぎ
手を挿通して梁間方向梁と耐震壁を接合する構造であり、スリーブ継ぎ手を採用すること
で、鉄筋まで含めた耐震壁のせいを小さくでき、運搬上の制約を少なくできる。
【００３２】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の実施の形態を添付図面に基づき説明する。図１はこの発明の逆梁工法で
構築する構造物の平面図、図２乃至図６は図１の II-II断面、 III-III断面、 IV-IV断面、 V
-V断面及び VI-VI断面を各々示す断面図である。図１に示す構造物の主要構造部材は柱１
、梁間方向梁２、桁行方向梁３、周辺固定床板４及び片持床板５である。
【００３３】
柱１は、プレキャストコンクリート製でも現場打ちコンクリート製でもよいが、梁下まで
の高さにして頂部には主筋１ａを突設する。図１及び図２に示す柱１はプレキャストコン
クリート製であるが、この場合には上層階の柱１１とはグラウト充填方式のスリーブ１ｂ
により連結する。
【００３４】
梁間方向梁２は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋２ａを突設し、梁端部下端から
下端主筋２ｅを柱１にアンカーするように突設すると共に、梁端部上部切り込み部２ｇか
ら上端主筋２ｉを柱１の手前まで突設した半プレキャストコンクリート製である。梁端部
上部切り込み部２ｇを設け、上端主筋２ｉを柱１の手前まで突設することで、柱１の手前
にジョイント部２ｃを設けることができ、桁行方向梁３の主筋３ａを落とし込むことがで
きる。また、柱１との鉛直接合面にはシャーコッタ２ｄを形成する。
【００３５】
桁行方向梁３もプレキャストコンクリート製であり、室内側の梁下部側面には連結鉄筋３
ｂを突設するが、柱１近傍で梁間方向梁２の連結鉄筋２ａと交差する部分には特殊カプラ
ー３ｃを埋設して梁設置後に連結鉄筋をねじ込めるようにする。また、柱１の外面に廊下
やバルコニー等の片持床板５を有する構造物では桁行方向梁３と一体にプレキャストコン
クリートで製作し、その跳ね出し長さが長い場合には適宜片持梁５ａを配置する。
【００３６】
片持梁５ａの梁端部から主筋５ｂを柱１にアンカーするように柱１の手前まで突設し、梁
間方向梁２及び桁行方向梁３を設置後に定着用アンカー筋を接続できるようにジョイント
部５ｅを設け、鉛直接合面にはシャーコッタ５ｃを形成する。
【００３７】
また、一体に製作する桁行方向梁３と片持床板５の部材には、適当なスパンでジョイント
部６を設けておき、梁主筋をエンクローズ溶接により連結する。このジョイント部６は梁
間方向梁２にも設けてもよい。また、構造物の妻側にバルコニー等の跳ね出し床板を設け
る場合には、梁間方向梁２に片持床板を取り付けて一体にプレキャスト化する。
【００３８】
　構造物の室内側に逆梁構造で構築する周辺固定床板４は、複数枚のプレキャストコンク
リート床板４ａとその外周の現場打ちコンクリート床板４ｂからなる。プレキャストコン
クリート床板４ａは、連結鉄筋２ａ，３ｂに接続する重ね継手用鉄筋４ｃを外周面に突設
する 場打ちコンクリート床板４ｂは、連結鉄筋２ａ，３ｂと重ね継手用鉄筋４ｃを連
結し、コンクリートを打設して構築するが、梁間方向梁２及び桁行方向梁３の梁下部より
突設する型枠用プレキャストコンクリート板７を型枠として用いる。
【００３９】
上記のような構造部材を用いて逆梁の構造物を構築する場合には、梁間方向梁２を既に先
行して梁下端までコンクリート打設が完了している柱１の頂部に載置し、次いで桁行方向
梁３を設置した後、梁間方向梁２の上端主筋２ｉと現場にて挿入する柱１内への定着用ア
ンカー筋２ｂとを接続し、柱・梁接合部、梁間方向梁２の梁端部上部切り込み部２ｇ、桁
行方向梁・梁接合部及び周辺固定床板の接合部に現場打ちコンクリートを打設して構造物
を構築する。
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【００４０】
このようにして固定される梁間方向梁２及び桁行方向梁３の梁下部側面より突設する連結
鉄筋２ａ，３ｂと、内部に配置したプレキャストコンクリート床板４ａの重ね継手用鉄筋
４ｃを連結し、現場打ちコンクリート床板４ｂを構築する。これにより内部の床板は周辺
固定となり各梁に剛接合することになる。重ね継手を利用することで特殊な継手部材を必
要とせず容易、かつ安価な逆梁構造の床板構築が実現できる。
【００４１】
以上説明した構造物はいわゆるラーメン架構の例であるが、この発明の逆梁工法は連層耐
震壁架構の構造物にも適用可能である。その実施の形態を図７乃至図９に基づき説明する
。図７は他の実施形態の逆梁工法で構築する構造物の平面図、図８及び図９は図７の VIII
-VIII断面、 IX-IX断面を各々示す断面図である。なお、この実施形態では、耐震壁の存在
する部分を除く他の構造部材の構成、作用は前述したラーメン架構のそれと同一であるの
で図１乃至図６で用いた符号を付して詳細な説明は省略する。
【００４２】
連層耐震壁８は、梁間方向梁である枠梁２２の上下面に接続するプレキャストコンクリー
トの構造部材であるが、一般的にプレキャスト部材の重量に制限があるため、枠梁２２と
連層耐震壁８とは分離して製作する。枠梁２２も両端部の上部を除いてプレキャストコン
クリートで製作し、下部側面には所定長さの連結鉄筋２ａを突設する。また、現場打ちコ
ンクリート床板４ｂを構築するための型枠用プレキャストコンクリート板７も下面より突
設する。また、現場打ちコンクリート内に埋設する両端部の上端主筋２ｂは、柱２１の手
前にジョイント部２ｃを設ける。
【００４３】
この枠梁２２の上下面には、耐震壁との水平接合部を構成するシャーコッタ２２ａを設け
、また上下に貫通する複数のシース管２２ｂを埋設し、両端部には壁・柱鉛直接合部への
コンクリート打込用の打設孔２２ｃを穿設する。また、柱２１と連層耐震壁８との間には
鉛直接合部９を設け各々にシャーコッタ９ａを形成する。
【００４４】
連層耐震壁８の上部には複数本の鉛直接合筋８ａを突設するが、これをシース管２２ｂ内
に挿通してグラウト材を注入し相互を連結する。また、打設孔２２ｃよりコンクリートを
鉛直接合部９に打ち込み、柱・耐震壁・枠梁の一体化を図る。なお、鉛直接合筋８ａは柱
主筋と同様に上層階の連層耐震壁１８とグラウト充填方式のスリーブ８ｂにより連結する
。
【００４５】
次に、この発明の他の実施の形態を添付図面に基づき説明する。図１０はこの発明の逆梁
工法で構築する構造物の平面図、図１１乃至図１３は図１０の XI-XI断面、 XII-XII断面、
XIII-XIII断面を各々示す断面図である。
【００４６】
この実施の形態は、図１乃至図６と同様に構成されるものは同じ符号を付して説明を省略
するが、梁間方向梁２は、梁下部側面に周辺固定床板用の連結鉄筋２ａのみを突設し、梁
端部下端から下端主筋２ｅを柱１にアンカーするように突設すると共に、梁端部上部切り
込み部２ｇから上端主筋２ｉを柱１の手前まで突設した半プレキャストコンクリート製で
ある。桁行方向梁３もプレキャストコンクリート製であり、室内側の梁下部側面には連結
鉄筋３ｂのみを突設するが、柱１近傍で梁間方向梁２の連結鉄筋２ａと交差する部分には
特殊カプラー３ｃを埋設して梁設置後に連結鉄筋をねじ込めるようにする。構造物の室内
側に逆梁構造で構築する周辺固定床板４は、複数枚の半プレキャストコンクリート床板４
ａとその上部の現場打ちコンクリート床板４ｂからなる。半プレキャストコンクリート床
板４ａの上部には、鉄筋４ｃを配置し、この鉄筋４ｃを連結鉄筋２ａ，３ｂと重ねて連結
し、コンクリートを打設して現場打ちコンクリート床板４ｂを構築する。
【００４７】
上記のような構造部材を用いて逆梁の構造物を構築する場合には、半プレキャストコンク
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リート床板４ａを梁間方向梁２及び桁行方向梁３に先行して配置し、その後梁間方向梁２
を既に先行して梁下端までコンクリート打設が完了している柱１の頂部に載置し、次いで
桁行方向梁３を設置した後、梁間方向梁２の上端主筋２ｉと現場にて挿入する柱１内への
定着用アンカー筋２ｂとを接続し、半プレキャストコンクリート床板４ａの上部には、鉄
筋４ｃを配置し、半プレキャストコンクリート床板４ａの上、柱・梁接合部、梁間方向梁
２の梁端部上部切り込み部２ｇ及び桁行方向梁・梁接合部に現場打ちコンクリートを打設
して構造物を構築する。
【００４８】
このようにして周辺固定床板４の半プレキャストコンクリート床板４ａを梁間方向梁２及
び桁行方向梁３に先行して建方することで梁間方向梁２及び桁行方向梁３から突出した連
結鉄筋２ａ，３ｂが邪魔にならずに施工できる。また、周辺固定床板４は、その周辺部が
連結鉄筋２ａ，３ｂの下側に配置される半プレキャストコンクリート製の床板４ａであっ
て、この半プレキャストコンクリート製の床板４ａの上に鉄筋４ｃを配置し現場打ちコン
クリートを打設して構造物を構築することで、現場打ちコンクリート部分の型枠工事を削
減できる。
【００４９】
次に、片持床板５の他の実施の形態を、図１４乃至図１７に基づいて説明する。図１４の
実施の形態では、片持床板５が桁行方向梁３の下部と一体に製作した半プレキャストコン
クリート製の床板であり、この片持床板５の上に鉄筋５ｆを配置し、現場打ちコンクリー
トを打設して構造物を構築する。片持床板５を半プレキャストコンクリート化することで
軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バルコニー・廊下部分に採用可能である。
【００５０】
図１５の実施の形態では、片持床板５が、桁行方向梁３の上部と一体に製作した半プレキ
ャストコンクリート製の床板であり、この片持床板５の上に鉄筋５ｆを配置し、現場打ち
コンクリートを打設して構造物を構築する。図１４の実施の形態と同様に、片持床板５を
半プレキャストコンクリート化することで軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バルコニ
ー・廊下部分に採用可能である。
【００５１】
図１６の実施の形態では、片持床板５が、桁行方向梁３と別体に製作したプレキャストコ
ンクリート製の床板であり、片持床板・桁行方向梁接合部に現場打ちコンクリートを打設
して構造物を構築する。片持床板５と桁行方向梁３とを別体にすることで軽量化ができ、
運搬や取扱が容易で、バルコニー・廊下部分に採用可能である。
【００５２】
図１７の実施の形態では、片持床板５が、桁行方向梁３と別体に製作した半プレキャスト
コンクリート製の床板であり、この片持床板５の上に鉄筋５ｆを配置し、現場打ちコンク
リートを打設して構造物を構築する。片持床板５と桁行方向梁３とを別体にし、片持床板
５を半プレキャストコンクリート化することで軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バル
コニー・廊下部分に採用可能である。
【００５３】
以上図１０乃至図１７において説明した構造物はいわゆるラーメン架構の例であるが、こ
の発明の逆梁工法は連層耐震壁架構の構造物にも適用可能である。その実施の形態を図１
８乃至図２１に基づき説明する。図１８は他の実施形態の逆梁工法で構築する構造物の平
面図、図１９及び図２０は図１８の XIX-XIX断面、 XX-XX断面を各々示す断面図、図２１は
図２０の一部の拡大断面図である。なお、この実施の形態では、耐震壁の存在する部分を
除く他の構造部材の構成、作用は前述したラーメン架構のそれと同一であるので図１０乃
至図１７で用いた符号を付して詳細な説明は省略する。
【００５４】
連層耐震壁８は、梁間方向梁である枠梁２２の上下面に接続するプレキャストコンクリー
トの構造部材であるが、一般的にプレキャスト部材の重量に制限があるため、枠梁２２と
連層耐震壁８とは分離して製作する。枠梁２２も両端部の上部を除いてプレキャストコン
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クリートで製作し、下部側面には所定長さの連結鉄筋２ａのみを突設する。また、現場打
ちコンクリート内に埋設する両端部の上端主筋２ｉは、柱２１の手前にジョイント部２ｃ
を設ける。
【００５５】
この枠梁２２の下面には、連層耐震壁８との水平接合部を構成するシャーコッタ２２ａを
設け、複数のスリーブ継ぎ手６０とこのスリーブ継ぎ手６０から上方に延びて枠梁２２上
面から先端部６１ａが突出する鉛直接合筋６１とを埋設し、両端部には壁・柱鉛直接合部
へのコンクリート打込用の打設孔２２ｃを穿設するプレキャストコンクリート製である。
【００５６】
この枠梁２２を周辺固定床板４の半プレキャストコンクリート床板４ａの端部上にスリー
ブ継ぎ手６０を連層耐震壁８の鉄筋６２に挿入して配置し、半プレキャストコンクリート
床板４ａの上に鉄筋４ｃを配置して現場打ちコンクリートを打設し、その後に鉛直接合筋
６１の枠梁２２上面から突出する先端部６１ａに連層耐震壁８のスリーブ継ぎ手６０を挿
通した後、スリーブ継ぎ手６０内にグラウト材を注入して定着し構造物を構築する。
【００５７】
枠梁２２を周辺固定床板４の半プレキャストコンクリート床板４ａ上に配置し、半プレキ
ャストコンクリート床板４ａの上に鉄筋４ｃを配置し現場打ちコンクリートを打設して構
造物を構築することで、スラブ型枠やスラブ支保工等の現場打ちコンクリート部分の型枠
工事を削減できる。また、下部のプレキャストコンクリート連層耐震壁８の鉄筋６２に枠
梁２２のスリーブ継ぎ手６０を挿入し、この枠梁２２上面から突出する鉛直接合筋６１の
先端部６１ａに上部のプレキャストコンクリート連層耐震壁８のスリーブ継ぎ手６３を挿
通して枠梁２２と耐震壁８を接合する構造であり、スリーブ継ぎ手を採用することで、鉄
筋まで含めた耐震壁８の全長がＬであり、耐震壁８のせいを小さくでき、運搬上の制約を
少なくできる。
【００５８】
また、打設孔２２ｃよりコンクリートを鉛直接合部９に打ち込み、柱・耐震壁・枠梁の一
体化を図り、連層耐震壁架構の構造物であってもラーメン架構と同様に品質の確保された
逆梁構造の構造物を提供することができる。
【００５９】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１記載の発明では、梁間方向梁及び桁行方向梁をプレキャス
トコンクリート製とし、梁間方向梁を既に先行して梁下端までコンクリート打設が完了し
ている柱の頂部に載置し、次いで桁行方向梁を設置した後、梁間方向梁の上端主筋と現場
にて挿入する柱内への定着用アンカー筋とを接続し、柱・梁接合部、梁間方向梁の梁端部
上部切り込み部、桁行方向梁・梁接合部及び周辺固定床板の接合部に現場打ちコンクリー
トを打設するので、浮き型枠の面倒な組立や難しいコンクリートの打設をせずにすみ、梁
の建入れや通りを正確にでき、しかも梁にコンクリートの水平打ち継目が生じないので耐
力も十分に確保することができる。また、梁間方向梁は、その梁端部上部に切り込み部を
設け、上端主筋を柱の手前までしか突設していないので、桁行方向梁の落とし込みが可能
となり、柱・梁接合部での接合作業が大幅に削減できる。
【００６０】
請求項２記載の発明では、片持床板が桁行方向梁と一体に製作したプレキャストコンクリ
ート製であるから、浮き型枠の面倒な組立や難しいコンクリートの打設をせずにすみ、構
造体の精度や耐力も十分確保することができる。
【００６１】
請求項３記載の発明では、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には、片持梁
が片持床板に一体化され、片持床板の跳ね出し長さが長い場合でも耐力を十分に確保する
ことができる。
【００６２】
請求項４記載の発明では、現場打ちコンクリートにより周辺を固定する床板は、その下面
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に型枠支保工を必要とするが、型枠用プレキャストコンクリート板を梁間方向梁及び桁行
方向梁の梁下部に突設することで型枠部材が不要となる。
【００６３】
請求項５記載の発明では、梁間方向梁の上下面にシャーコッタを設け上下に貫通する複数
のシース管を埋設し両端部にコンクリート打込用の打設孔を穿設するので、枠梁・耐震壁
及び柱を一体に構築することが可能となり、連層耐震壁架構の構造物であってもラーメン
架構と同様に品質の確保された逆梁構造の構造物を提供することができる。
【００６４】
請求項６記載の発明では、半プレキャストコンクリート製の床板を梁間方向梁及び桁行方
向梁に先行して建方することで梁間方向梁及び桁行方向梁から突出した連結鉄筋が邪魔に
ならずに施工できる。また、半プレキャストコンクリート製の床板は、その周辺部が連結
鉄筋の下側に配置され、この周辺固定床板半プレキャストコンクリート製の床板の上に鉄
筋を配置し現場打ちコンクリートを打設して構造物を構築することで、現場打ちコンクリ
ート部分の型枠工事を削減できる。
【００６５】
請求項７記載の発明では、片持床板が桁行方向梁と一体に製作した半プレキャストコンク
リート製の床板であり、この片持床板の上に鉄筋を配置し、現場打ちコンクリートを打設
して構造物を構築するから、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には、片持
床板を半プレキャストコンクリート化することで軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バ
ルコニー・廊下部分に採用可能である。
【００６６】
請求項８記載の発明では、片持床板が桁行方向梁と別体に製作したプレキャストコンクリ
ート製の床板であり、片持床板・桁行方向梁接合部に現場打ちコンクリートを打設して構
造物を構築するから、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には、片持床板と
桁行方向梁とを別体にすることで軽量化ができ、運搬や取扱が容易で、バルコニー・廊下
部分に採用可能である。
【００６７】
請求項９記載の発明では、片持床板が桁行方向梁と別体に製作した半プレキャストコンク
リート製の床板であり、この片持床板の上に鉄筋を配置し、現場打ちコンクリートを打設
して構造物を構築するから、柱外面に長く跳ね出す床板を有する構造物の場合には、片持
床板と桁行方向梁とを別体にし、片持床板を半プレキャストコンクリート化することで軽
量化ができ、運搬や取扱が容易で、バルコニー・廊下部分に採用可能である。
【００６８】
請求項１０記載の発明では、梁間方向梁の上下面に耐震壁を接合する架構の場合には耐震
壁と梁間方向梁とを分離してプレキャストコンクリートにより製作し、その際梁間方向梁
の水平接合下面にはシャーコッタを設け、梁間方向梁を半プレキャストコンクリート製の
床板の端部上に配置し、その床板の上に鉄筋を配置し現場打ちコンクリートを打設して構
造物を構築するから、スラブ型枠やスラブ支保工等の現場打ちコンクリート部分の型枠工
事を削減できる。また、下部のプレキャストコンクリート連層耐震壁の鉄筋に梁間方向梁
のスリーブ継ぎ手を挿入し、この梁間方向梁上面から突出する鉛直接合筋の先端部にプレ
キャストコンクリート連層耐震壁のスリーブ継ぎ手を挿通して梁間方向梁と耐震壁を接合
する構造であり、スリーブ継ぎ手を採用することで、鉄筋まで含めた耐震壁のせいを小さ
くでき、運搬上の制約を少なくできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】逆梁工法で構築する構造物の平面図である。
【図２】図１の II-II断面を示す断面図である。
【図３】図１の III-III断面を示す断面図である。
【図４】図１の IV-IV断面を示す断面図である。
【図５】図１の V-V断面を示す断面図である。
【図６】図１の VI-VI断面を示す断面図である。
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【図７】他の実施形態の逆梁工法で構築する構造物の平面図である。
【図８】図７の VIII-VIII断面を示す断面図である。
【図９】図７の IX-IX断面を示す断面図である。
【図１０】他の実施形態の逆梁工法で構築する構造物の平面図である。
【図１１】図１０の XI-XI断面を示す断面図である。
【図１２】図１０の XII-XII断面を示す断面図である。
【図１３】図１０の XIII-XIII断面を示す断面図である。
【図１４】片持床板の他の実施の形態を示す図である。
【図１５】片持床板の他の実施の形態を示す図である。
【図１６】片持床板の他の実施の形態を示す図である。
【図１７】片持床板の他の実施の形態を示す図である。
【図１８】他の実施形態の逆梁工法で構築する構造物の平面図である。
【図１９】図１８の XIX-XIX断面を示す断面図である。
【図２０】図１８の XX-XX断面を示す断面図である。
【図２１】図２０の一部の拡大断面図である。
【図２２】従来の逆梁工法を示す図である。
【図２３】従来の他の逆梁工法を示す図である。
【符号の説明】
１　柱
２　梁間方向梁
２ａ　連結鉄筋
３　桁行方向梁
３ｂ　連結鉄筋
４　周辺固定床板
４ａ　プレキャストコンクリート床板
４ｂ　現場打ちコンクリート床板
４ｃ　重ね継手用鉄筋
５　片持床板
７　型枠用プレキャストコンクリート板
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【 図 ２ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】
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【 図 １ 】
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【 図 ７ 】
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